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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

　レーダー送信機及びレーダー受信機を備えるレーダーセンサを用いるホスト自動車の外部の環境で１
又は複数のターゲット物体をモニタリングするための装置の、ターゲット物体との相対移動の検知に応
答してアクションを始動するという既存の構成に、当該構成を変更することなく自車線上の存在物であ
るか否かという条件の充足性判断を付加することによるアクションの始動を無効にする構成（本願補正
発明及び引用発明の相違点。相違点の認定には審決に誤りはなし。）について、引用発明の条件判断の順
序を入れ替えることが単なる設計変更ということはできないものと判断し、また、引用発明に本件周知
技術を適用しても、相違点に係る本願補正発明の構成には至らないというべきであるから、相違点に係
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る本願補正発明の構成は、引用発明に基づき、容易想到ではないとした事例である。

第１　裁判所の判断

１　本願補正発明について
本願補正発明に係る特許請求の範囲は、後記第２の２⑴【請求項１】のとおりであるところ、本願明

細書（甲４の１）によれば、本願補正発明の特徴は、以下のとおりである。
⑴〜⑵　（記載を省略）
⑶　本願補正発明の装置は、ホスト自動車とターゲット物体との間の相対移動をモニタし、規定の相

対移動の検知に応答してアクション（ブレーキプレアーミング操作、ブレーキ操作等）を始動するも
のであって、これにより、ターゲット物体へのホスト自動車の衝突のリスクを低減させる。本願補
正発明の装置は、更に、ホスト自動車の延伸軸からターゲット物体への横方向距離（横方向オフセッ
ト）を判断し、これが所定の横方向オフセット値を超える場合、上記アクションの始動を無効にする
ものであって、これにより、上記アクションは実行されないようになる。（【0007】【0008】【0045】【0046】）

⑷　本願補正発明では、ターゲット物体の横方向オフセットが所定の横方向オフセット値を超える場
合に、アクションが始動できなくなる。したがって、本願補正発明は、ターゲット物体がホスト
自動車の実際の経路内にない場合にアクションが実行されるというリスクを低減させる。（【0009】

【0010】）
⑸　本願補正発明を実施するための形態は次のようなものである。モニタリング装置120がホスト自動

車110内に提供される。モニタリング装置120は、前方のターゲット物体150の存在を特定するように
構成されたレーダーモジュール121を有する。レーダーモジュール121は、ホスト自動車110からター
ゲット物体150までの距離Ｒ及び変化率を判断するように構成される。モニタリング装置120は、自
動制御緊急ブレーキングシステムの中核を形成する。モニタリング装置120は、ある所定の状態に
おいて、ホスト自動車110を減速又は停止させるためにブレーキングシステムを制御する。（【0051】

【0052】）
モニタリング装置120は、送受信ユニット124からのレーダー信号によりターゲット物体150の一部

の位置を判断する。モニタリング装置120は、ターゲット物体150から反射される最も高い強度の信
号を特定し、ターゲット物体150の位置及びホスト自動車110からターゲット物体150の距離Ｒを判断
する。モニタリング装置120は、ターゲット物体150の位置を判断する際、レーダーを送受信する送
受信ユニット124からターゲット物体150において最も高い強度の信号を反射した場所Ａへのライン
と、ホスト自動車110の縦軸Ｌとの間の角度θを判断する。モニタリング装置は、距離Ｒと角度θに
基づいて、ホスト自動車110の縦軸から場所Ａまでの横方向オフセットｄを判断する。モニタリング
装置120は、横方向オフセットｄの測定値をホスト自動車110の幅ｗｈの既知の値と比較する。例えば、
ターゲット物体150の横方向オフセットｄの値がホスト自動車110の幅の半分より大きい場合、モニ
タリング装置120は、ターゲット物体150が第１又は第２の警告信号を始動させることを許さないター
ゲットであると判断する。この場合、モニタリング装置120は、ターゲット物体150の幅ｗｔを考慮
に入れない。これにより、モニタリング装置120は、ターゲット物体150の一部がホスト自動車110の
進路に位置する場合であっても、ブレーキコントローラ130に対する第１及び第２の警告信号の発
行を無視することができる。衝突のリスクが存在しなければ、モニタリング装置120がブレーキ132、
134を自動的に適用しないことが重要である場合もある。ターゲット物体150がホスト自動車110の有
効経路にない場合、衝突が切迫しているという判断に応答するブレーキ132、134の自動的な作動は、
抑制される。（【0067】〜【0073】）


